
令和７年度八千代市教育委員会第９回定例会 

 

 

令和７年１２月１７日 

午 後 １ 時 ３ ０ 分 

 

 

議  事  日  程  

 

１  開会 

 

２  会議録署名人の指定 

 

３  令和７年度教育委員会第８回定例会会議録の承認 

 

４  報告事項 

各課報告 

 

５  報告 

  報告第１号 臨時代理の報告について 

  報告第２号 臨時代理の報告について 

 

６  議事 

  議案第１号  八千代市教育委員会公印規則の一部を改正する規則の制定

について 

 

７  閉会 

 

 

 

 

  



 
 

 

【各課報告】  

 １  「みどりが丘第二小学校への転学に係る説明会」について  

（学務課）…資料１  

２ ２０２６全国小学校管楽器合奏フェスティバル東日本大会出場につい

て（指導課）  

３ 人権作文コンテスト及び人権ポスター原画コンテストについて  

（指導課）  

４ 八千代子どもサミット冬サミットについて（指導課）…資料２  

５ 第１０回八千代市図書館を使った調べる学習コンクール優秀作品展示

会及び表彰状授与式について（中央図書館）…資料３  

 ６  公民館まつりについて（八千代台東南公民館）  

７ 角田夏実選手柔道教室について（文化・スポーツ課）  

８ 第２６回ニューリバーロードレース in 八千代について  

 （文化・スポーツ課）  

９ 八千代市文化財指定並びに指定書交付式について  

（文化・スポーツ課）  

１０ 審議会等の開催状況について  

（１）公民館運営審議会（八千代台東南公民館）  

（２）生涯学習審議会（生涯学習振興課）…資料４  
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報告第１号  

 

   臨時代理の報告について  

 令和６年６月２８日に八千代市議会で議決された議案第１０号の契約の締結

について（八千代市立大和田小学校長寿命化改修（建築）工事）中，次のとお

り契約金額を変更することを市長に申し出ることについて，教育長をして臨時

に代理したので報告する。  

  令和７年１２月１７日報告  

 

八千代市教育委員会      

教育長 嶺 岸 秀 一    

 

記  

 

   議決事件の一部変更について  

１ 契約金額  

   変更前  １，０６８，５４０，０００円  

   変更後  １，１４５，７９１，９００円  
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報告第２号  

 

   臨時代理の報告について  

 令和６年６月２８日に八千代市議会で議決された議案第１１号の契約の締結

について（八千代市立大和田小学校長寿命化改修（電気設備）工事）中，次の

とおり契約金額を変更することを市長に申し出ることについて，教育長をして

臨時に代理したので報告する。  

  令和７年１２月１７日報告  

 

八千代市教育委員会      

教育長 嶺 岸 秀 一    

 

記  

 

   議決事件の一部変更について  

１ 契約金額  

   変更前  ２５５，２００，０００円  

   変更後  ２８０，３５１，５００円  
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議案第１号 

 

八千代市教育委員会公印規則の一部を改正する規則の制定について 

八千代市教育委員会公印規則の一部を改正する規則を次のように制定する。 

  令和７年１２月１７日提出 

 

八千代市教育委員会      

教育長 嶺 岸 秀 一    

 

   八千代市教育委員会公印規則の一部を改正する規則 

 八千代市教育委員会公印規則（昭和５８年八千代市教委規則第１号）の一部

を次のように改正する。 

別表第１教育機関⑴小学校の表に次のように加える。 

58 千葉県八千代市立みど

りが丘第二小学校 

方 45 〃 学校名で発する文書 1 〃 

59 千葉県八千代市立みど

りが丘第二小学校 

方 23 〃 〃 1 〃 

60 千葉県八千代市立みど

りが丘第二小学校長 

方 20 〃 校長名で発する文書 1 〃 

別表第２教育機関⑴小学校の表に次のように加える。 

 

 

 

 

   附 則 

 この規則は，令和８年４月１日から施行する。 

 

提案理由 

 みどりが丘第二小学校名で発する文書及び同校校長名で発する文書に用いる

公印を定めるため，規則を改正いたしたい。 

58 

千葉県八千代

市立みどりが

丘第二小学校  

59 

千葉県八千代

市立みどりが

丘第二小学校  

60 

千 葉 県 八 千  
代 市 立 み ど  
り が 丘 第 二  
小 学 校 長  
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報告資料１ 

みどりが丘第二小学校 入学説明会の様子 

 
 

 
 
 

 



2025 冬 第１４回八千代子どもサミット中学生リーダー研修会 2025.12.12 

     

        

     

         

     

     

     

    

     

   
最後まで続いた話し合い               振り返り              中学生リーダー研修会記念撮影 

グループでのディスカッション      熱心に仲間の話を聴くサミッター     熱心に自分の思いを語るサミッター 

韓国の生徒との web 交流         韓国の生徒との web 交流       ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝに先立って（先輩からの話） 

 開会宣言              交流に先立って（先輩からの話）       韓国の生徒との web 交流 

 教育長あいさつ                教育長あいさつ                    開講式 

報告資料２



報告資料３
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報告資料４ 

 

令和７年度八千代市生涯学習審議会 開催結果 

 

開催日時 令和７年１２月１１日（木） 午前１０時００分～１１時２０分 

開催会場 八千代市教育委員会庁舎 １階 第１・２会議室 

議  題 

（１）第３期八千代市生涯学習推進計画 実施結果報告書（案） 

について 

（２）その他 

   ・八千代市総合生涯学習プラザにおける次期指定管理者の 

指定について 

出席者名 

 

出席委員 藤澤 伊佐雄 会長 （学識経験者） 

(敬称略)  佐藤 知行  （市民） 

田村 俊毅  （市民） 

長谷川 幸雄 （関係団体の代表者） 

小野尾 忠一 （関係団体の代表者） 

金子 寿次  （関係団体の代表者） 

笠川 嘉雄  （関係団体の代表者） 

丹治 貴史  （関係団体の代表者） 

 

事務局  石原 雄二  （教育次長） 

井澤 延浩  （生涯学習振興課長） 

     岡﨑 智   （生涯学習振興課主幹） 

岩﨑 乃吏子 （生涯学習振興課主幹） 

     花嶋 政彦  （生涯学習振興課副主幹）        

江尻 浩太  （生涯学習振興課主査） 

高橋 和也  （生涯学習振興課主査） 

     内田 颯一  （生涯学習振興課主任主事） 

松戸 美穂  （生涯学習振興課主事） 

石井 優斗  （生涯学習振興課主事） 

公開又は非公開の別 公開 

傍聴人定員及び傍聴人数 ０人／定員５人 

所管課名 教育委員会生涯学習振興課 
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議決事件の一部変更の概要 
 
１ 件 名 八千代市立大和田小学校長寿命化改修（建築）工事 

         八千代市立大和田小学校長寿命化改修（電気設備）工事 

２ 場 所 八千代市萱田町６１７番２ 

３ 契 約 期 間 変更前  令和６年６月２９日から令和８年２月２８日まで 

         変更後  令和６年６月２９日から令和８年３月１３日まで 

４ 契 約 金 額  

 （建築） （電気設備） 

変 更 前 １，０６８，５４０，０００円 ２５５，２００，０００円 

変 更 後 １，１４５，７９１，９００円 ２８０，３５１，５００円 

増 減 額 ７７，２５１，９００円 ２５，１５１，５００円 

【 内 訳 】   

 インフレスライド分  ４５，５８２，９００円 ９，９４５，１００円 

 変更契約分 ３１，６６９，０００円 １５，２０６，４００円 

５ 契 約 方 法  一般競争入札 

６ 契約の相手方 株式会社川城建設（建築） 

株式会社鈴木電気（電気設備） 

７ 変 更 理 由 物価高騰に伴うインフレスライド条項の適用及び設計内容の変更に伴

う増額並びに契約期間の延長のため，契約を変更いたしたい。 

８ 事業スケジュール  

日 付 事 項 
令和６年６月２８日 第２回定例会で議決（可決） 
令和６年６月２９日 工事着手 
令和７年１２月 第４回定例会に変更契約議案の上程（追加提案） 
令和８年３月１３日 工事完成予定 

 
 
 
 
 

報告第１・２号資料



令和７年度教育委員会第９回定例会  
 
 
 
 
 
 

一部改正案に係る新旧対照表 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目次 

議案第１号 八千代市教育委員会公印規則の一部を改正する規則の制定について・ ・ ・ ・ ・１ 

議案第１号資料



新旧対照表の見方について 
 
 
１ 左側に「現行」として現在の条文を，右側に「改正案」として改正案文が入った条文を表示しています。 

２ 原則として改正のある条だけを抜き出しています。 

３ 改正がない項及び号は，「（略）」としています。 

４ 改正案文に『第○条中「Ａ」を「Ｂ」に改める。』とある場合 

             → 現行（左側）のＡと改正案（右側）のＢに下線が引かれています。    

５ 改正案文に『第△条第□項を次のように改める。』とある場合 

             → 現行（左側）の第□項全文と改正案（右側）の第□項全文に下線が引かれています。 

６ 改正案文に『第○条中「Ｃ」を削る。』とある場合 

             → 現行（左側）のＣに下線が引かれています。（改正案（右側）には下線はありません。） 

７ 改正案文に『第△条中「Ｄ」の次に「Ｅ」を加える。』とある場合 

             → 改正案（右側）のＥに下線が引かれています。（現行（左側）には下線はありません。） 

８ 改正案文に『第○条の次に次の 1 条を加える。』とある場合 

             → 現行（左側）は，空白です。改正案（右側）は，加えた条の全文に下線が引かれています。    

９ 改正案文に『第△条を削る。』とある場合 

             → 現行（左側）の削る条の全文に下線が引かれています。改正案（右側）は，空白です。 



八千代市教育委員会公印規則の一部を改正する規則 
現行 改正案 

別表第1(第3条第1項) 別表第1(第3条第1項) 

教育委員会事務局 教育委員会事務局 

(略) 
 

(略) 
 

教育機関 教育機関 

(1) 小学校 (1) 小学校 

(略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) 
 

(略) (略) (略) (略) (略) (略) (略) 

58 千葉県八千代

市立みどりが

丘第二小学校 

方45 〃 学校名で発す

る文書 
1 〃 

59 千葉県八千代

市立みどりが

丘第二小学校 

方23 〃 〃 1 〃 

60 千葉県八千代

市立みどりが

丘第二小学校

長 

方20 〃 校長名で発す

る文書 
1 〃 

 

(2)～(6) (略) (2)～(6) (略) 

  

別表第2(第3条第2項) 別表第2(第3条第2項) 

教育委員会事務局 教育委員会事務局 

1



(略) (略) 

教育機関 教育機関 

(1) 小学校 (1) 小学校 

1～57 (略) 1～57 (略) 

 58 59 60 
 

  

(2)～(6) (略) (2)～(6) (略) 

  

 

千葉県八千代

市立みどりが

丘第二小学校 

千葉県八千代

市立みどりが

丘第二小学校 

千 葉 県 八 千 

代 市 立 み ど 

り が 丘 第 二 

小 学 校 長 

2


